
オンライン資格確認について 

当院では、マイナンバーカードを使ったオンライン資格確認を導入しています。 

 

マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口で保険証をご掲示いただかなくても医療保険の

資格確認がスムーズにできるようになります。マイナンバーカードをお持ちでない方は、従

来どおり保険証をご掲示ください。 

 

また、マイナンバーカードをお持ちであれば、患者さんの同意により保険者に申請していた

だかなくても当院で限度額適用認定証等の情報が得られるようになり、限度額以上の医療

費を窓口で支払う必要がなくなります。 

 

※マイナンバーカードを保険証として使うためには、カード取得後に健康保険証としての

利用申込が必要です。詳しくは、マイナポータルや厚生労働省のホームページなどをご参照

下さい。 

 

 

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

